
千葉市食品衛生監視指導計画策定要領 

 

１ 目 的 

この要領は、食品衛生法に基づく食品衛生監視指導計画（以下「計画」という。）の策

定及び公表の方法その他必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 計画の策定方法等 

計画は次のとおり策定するものとする。 

（１）計画案の策定 

    保健所長、環境保健研究所長及び生活衛生課長（以下「関係機関の長」という。）は、

別表に基づき、毎年度、翌年度の計画案を策定し、原則として、１１月末日までに医

療衛生部長に報告する。 

（２）意見募集 

医療衛生部長は、食品衛生法第７０条第３項に基づき、計画案の公表、市民等から

の意見募集、計画の公表等を行う。 

 

３ 検討会議 

医療衛生部長は、必要に応じ、次のとおり検討会議を開催するものとする。 

（１）組織構成 

次に掲げる職にある者をもって構成する。 

ア 医療衛生部長 

イ 保健所長 

ウ 環境保健研究所長 

エ その他医療衛生部長が必要と認めた者 

（２）招集等 

  ア 検討会議は、医療衛生部長が招集し、その議長となる。 

  イ 検討会議は、原則として年 1 回以上開催する。 

（３）幹事会 

  ア 検討会議に、幹事会を置き、検討会議に付する議案についてあらかじめ協議する

ものとする。 

  イ 幹事会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。 

①  医療政策課長 

② 生活衛生課長 

③ 食品安全課長 

④ 健康科学課長 

⑤ 食品安全課市場・食鳥監視室長 

⑥ その他生活衛生課長が必要と認めた者 

  ウ 幹事会は、生活衛生課長が招集し、その議長となる。 

（４）事務局 

   検討会議及び幹事会の事務局は、生活衛生課に置く。 

 



４ 計画等の公表方法等 

  計画及び計画の実施結果の公表は、次のとおり行うものとする。 

（１）計画の公表 

医療衛生部長は、計画等について、年度末までに公表する。 

（２）計画の実施結果の公表 

  ア 関係機関の長は、計画の実施結果について、下表左段の項目につき同表中段の報

告期日までに医療衛生部長に報告する。 

イ 医療衛生部長は、アにより報告のあった計画の実施結果について、下表右段の公

表期日までに公表する。 

 

計画の実施結果の項目 報告期日 公表期日 

実施結果（概要版） 翌年度の６月上旬 翌年度の６月下旬 

実施結果（詳細版） 翌年度の７月下旬 翌年度の８月下旬 

食品、添加物等の夏期一斉取

締り 

原則として当該年度の１０月

上旬 

原則として当該年度の 

１０月下旬 

食品、添加物等の年末一斉取

締り 

原則として当該年度の２月 

上旬 

原則として当該年度の 

２月下旬 

 

５ 計画の変更 

  計画の変更は、次のとおり行うものとする。 

（１）関係機関の長は、計画を公表した後、これを変更する必要が生じた場合には、直ち

にその内容等を医療衛生部長に報告する。 

（２）医療衛生部長は、（１）の報告があったときは、必要に応じ検討会議を開催し、計画

を変更しようとするときは、本要領２（２）に準じた対応を行う。 

 

６ その他 

  この要領に定めるもののほか、計画の策定及び公表に関し必要な事項は、医療衛生部

長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１５年１０月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年３月３１日から施行する。  

附 則 

 この要領は、平成２４年３月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２６年１０月３１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 



附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。  



 

 

【 別 表 】

　【食品衛生監視指導計画の策定に係る事務分担】

事　務　分　担

１　重点的に監視指導を実施すべき項目

　保健所

２　監視指導の実施体制に関する事項

(1) 監視指導機関の情報 (1)各機関

(2) 国及び他の都道府県等との連携確保体制 (2)生活衛生課

(3) 農林水産部局等他部局との連携確保体制 (3)生活衛生課

(4) 試験検査機関の体制整備等に関する事項 (4)保健所及び環境保健研究所

３　施設への立入検査に関する事項

施設への年間立入予定回数を含む立入検査実施計画の策定 　保健所

４　食品等の収去検査等に関する事項

食品群毎に，検査項目毎の年間検査予定数を含む計画策定    保健所及び環境保健研究所

５　食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に関する事項

　保健所及び生活衛生課

６　情報提供及びリスクコミュニケーションの実施に関する事項

(1) ホームページや広報等を通じた情報提供（監視指導結果の公表含む） (1)生活衛生課

(2) 消費者への危害発生防止のための情報提供 (2)生活衛生課

７　食品衛生に係る人材の養成，資質の向上に関する事項

(1) 食品衛生監視員等に対する技術研修や法令等に係る再教育 (1)各機関

(2) 法に基づく食品衛生管理者等に対する講習会，再教育の実施 (2)生活衛生課

食品衛生監視指導計画に記載すべき事項


